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スタ‒ト！

ポイントを貯めて飛鳥乃湯泉に入ろう！

松山市高齢者いきいきチャレンジ事業

出かければ　もっと広がる　もっと楽しい
あ す か  の 　 ゆ

お問い
合わせ 松山市高齢者いきいきチャレンジ 検索

〒790-8571　松山市二番町四丁目7-2　松山市役所　高齢福祉課
☎089-948-6408・6842　
FAX   089-934-1763

市などが主催する特定の事業に参加した場合、『チャレンジカード』にポイ
ントが貯まる制度です。1回の参加で1ポイント貯まり、2ポイント貯まるご
とに飛鳥乃湯泉の入浴券がもらえます。

事業内容

2ポイント貯まったら、必要事項を記入したカードを高齢福祉課へお持ち
いただくか郵送でお送りください。対象事業会場でも受付します。
郵送及び対象事業会場での受付の場合、入浴券は後日郵送となります。

交換方法

平成30年 10月から平成31年 3月までの間に開催される8事業
※裏面の対象事業一覧を御参照ください。対象事業

平成30年 10月１日から市役所（高齢福祉課、本館案内所、別館福祉・子育て
相談窓口）及び対象事業会場などで配布します。

カード
配布

対象事業に参加した際に 1ポイント分のスタンプを押します。
平成 30 年度の上限は８ポイントです（2ポイント×４枚）。

ポイント
付与

松山市に住民票を有し、平成 31年3月31日までに満65歳以上になる方対象者



平成 30年度　対象事業一覧

入浴券との交換期限は、平成31年 4月30日（火）です。入浴券の
有効期限は、発行月の翌々月の末日です。（例）平成31年2月発行
の入浴券の有効期限は平成31年4月末。

入浴券との
交換期限

平成 30 年度に取得したポイントを、平成 31年度以降に繰り越す
ことはできません。
・

チャレンジカードを紛失した場合、再発行できますが、それまで
に取得したポイントは失効します。
・

チャレンジカードはご本人のみ有効です。他の方に譲渡すること
はできません。
・

注意事項

事　業　名
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7
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10 月 6 日（土）
『坂の上の雲』のまちを歩こう19　まつやまお城下ウォーク
【場所】城山公園やすらぎ広場（堀之内）
【担当】坂の上の雲まちづくりチーム（089-948-6996）

在宅での医療と介護を考えるシンポジウム
【場所】市総合福祉センター（若草町 8-2）
【担当】介護保険課（089-948-6840）
若草福祉まつり
【場所】市総合福祉センター（若草町 8-2）
【担当】市社会福祉協議会（089-921-2111）
懐かしの名画劇場
【場所】市総合福祉センター（若草町 8-2）
【担当】市社会福祉協議会（089-921-2111）
文化の森福祉まつり
【場所】市北条社会福祉センター（河野別府937-1）
【担当】市社会福祉協議会北条支所（089-993-1400）

中島地区社会福祉大会
【場所】中島総合文化センター（中島大浦 2962）
【担当】市社会福祉協議会中島支所（089-997-1822）
早春ふれあいウォーク
【場所】松山中央公園 屋内運動場（市坪西町 625-1）
【担当】（公財）市スポーツ協会（089-968-6660）

10 月 13 日（土）

10 月 20 日（土）
10 月 21 日（日）

11 月 17 日（土）

12 月 1日（土）

6
松山市人権教育研究大会
【場所】市総合コミュニティセンター（湊町 7丁目5）
【担当】人権啓発課（089-948-6604）

1 月 15 日（火）

2月 9日（土）

3月 17 日（日）

各事業の詳細は決まり次第、広報まつやま及び市ホームページでお知らせし
ます。
日程等は変更となる場合があります。

※

※

日　程


